
令和７年度（2025年度）
市民委員意見交換会

日時 令和８年１月24日（土） 10：00 ～ 12：00

場所 つくば市役所２階 職員研修室１・２

事務局 政策イノベーション部 企画経営課

資料１（趣旨説明）



本日の流れ

1.開会

2.趣旨説明（15分程度）

3.意見交換（70分程度） ※グループワーク

4.意見の共有（10～15分程度）

5.その他質疑応答・自由意見（５～10分程度）

6.閉会
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趣旨説明
つくば市の市民参加の取組をよりよい形で続けていくため、過去に

市民委員を務めていただいた方との意見交換会を開催します。
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1.市民委員経験者の皆様に、つくば市の市民参加推進の
取組について知っていただく機会とする。

2.意見交換会でいただいた意見を活かし、各事業で
市民参加の取り組みを進めるとともに、問題提起や
改善提案を積極的に吸い上げる仕組みを整備する。
皆様からのフィードバックをもとに具体的な問題点を
明確にし、解決策を検討することで、より良い市民参加
の推進を図る。

主な目的



過去の意見交換会

令和元年度（2019年度）

日 時：2020年３月１日（日）

10時00分～12時00分【対面開催】

対 象：平成30年度中に任用等をされ、審議会等に参加した市民委員

平成29年度行政経営懇談会市民委員 （計60人）

参加者数：15人

テ ー マ：市政への市民参加をよりよくするには？

令和３年度（2021年度）

日 時：①2021年11月16日（火） ②2021年11月19日（金）

18時30分～19時30分【オンライン開催】

対 象：令和２年度中に任命等をされ、審議会等に参加した市民委員（計55人）

参加者数：①７人 ②８人 計15人

テ ー マ：オンラインの市民参加について 3



令和５年度（2023年度）

日 時：2023年10月21日（土）

10時00分～12時00分【対面開催】

対 象：令和３年度及び令和４年度中に任命等をされ、審議会等に参加した

市民委員（計151人）

参加者数：27人

テ ー マ：1.会議に参加した経験を話そう

2.今後の市民委員の選び方について
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令和５年度（2023年度）開催時の意見のうち
対応済みの一部事例
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【ご意見】
小論文を書かせなくても、応募動機くらいでよいのではないか。
面接で難しい質問があった（具体例：対立する意見をあなたはどう調整すべき）。

【対応内容】
庁内マニュアルを改訂し、以下のとおりとしました。
・公募時の提出書類は、基本的に「履歴書」と「応募動機」のみとし、
小論文等の提出は必要に応じて求める。

・小論文提出や面接を行う場合は、特別な事情がない限り、
難解なテーマや質問を避け、分かりやすく平易な内容とするよう留意する。

【ご意見】
市民委員に求められている意見がどういうものかわからない。
事前に、市民委員に何を期待し、何のために意見を聞くのかをもっと明らかに
してほしい。

【対応内容】
庁内マニュアルを改訂し、以下のとおりとしました。
・会議開催前の事前説明の進め方の実施例を記載
・会議のスケジュールや目的、内容などを、会議開催前までに説明する



令和７年度（2025年度）意見交換会

対 象：令和５年度（2023年度）及び令和６年度（2024年度）に本市の市民委員として

任命又は選任をされ、審議会等に参加した方（101人）

参加者数：25人（公募19人、名簿６人）
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市民参加に関する指針 概要

市民参加の推進に関する基本的な考え方や、今後実施
すべき取組を示し、市政への市民参加を推進していく。

情報の積極的な発信
参加しやすい環境づくり
市民意見の積極的な反映

１．指針の目的

３．基本的な考え方

２．市民参加とは

①市民が直接的に市政に参加すること ← 指針の対象

②市民が主体的にまちづくり活動に取組むこと

４．市民参加の実施

５．市民参加の推進に関する取組の公表及び評価・検証

共有、理解
企画・立案、計画
実行
評価、検証

QR
コード
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市民参加に関する指針 概要
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４段階 内容 市民参加の主な実施手法

共有・理解

行政の持つ情報を市民と共有し、市民の
市政への理解を深めたり、関心を高める
潜在的な市民の声や多様な意見を把握
する

• 審議会等
• 市民討議会
• 公聴会、住民説明会
• シンポジウム・フォーラム
• アイデアソン
• ワークショップ
• 出前講座
• タウンミーティング
• オープンハウス
• モニター調査
• パブリックコメント手続き
• ヒアリング
• アンケート調査
• 意見、作文、イラスト、アイデア
等の募集

企画・
立案、計画

市民が持つアイデアや意見を政策に効果
的に取り入れる

実行

事業の実施中でも、常に改善を意識し、
市民から意見を求める
事業の進捗状況を公表したり、実施中の
成果の説明を行う

評価・検証
事業の内容や進め方などが効果的かつ
効率的であったかを、市民が評価する機
会を充実させる

「市民参加の４段階」の各段階に応じて、事業の分野や内容・性質などから、「市民参加の
主な実施手法」に掲げる手法を参考とし、最適な市民参加を実施

市民参加の主な実施手法



市民参加に関する指針 概要

市民参加の主な実施手法とつくば市における実施状況（令和６年度）
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実施手法１ 審議会等

つくば市における市民参加の取組状況
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地方自治法の規定により、「法律又は条例に基づき附属機関として設置される協議会、
懇談会等」や「要綱等に基づき設置される協議会、懇談会等」を開催し、「企画・立
案・計画」段階等において、市民が委員となり検討過程に直接市民が参加する取組です。

R2 R3 R4 R5 R6

つくば市審議会等総数 102件 105件 110件 117件 124件

うち、市民委員の参加が可能な審議会等数 38件 47件 58件 63件 46件

市民委員が参加している審議会等総数 27件 39件 48件 41件 35件



実施手法２
パブリックコメント手続き

市の基本的な計画等を策定しようと

するときに、事前に案を公表し、市民

の皆さんからご意見を募集し、寄せら

れたご意見を考慮して最終案をつくる

とともに、その寄せられたご意見に対

して市の考え方を公表する一連の手続

です。

つくば市における市民参加の取組状況

パブリックコメントに寄せられた意見とその対応例

※つくば市では、パブリックコメントを平成16年度から実施
11

パブリックコメント実施件数（令和2年度～令和6年度）

R2 R3 R4 R5 R6

パブリックコメント実施件数 17件 5件 10件 9件 15件

意見提出人数 118人 98人 18人 79人 107人

意見数 480件 378件 53件 259件 439件



実施手法３ シンポジウム・フォーラム

つくば市における市民参加の取組状況
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公開の場で意見を述べて討論する方法です。講
演や討論のほか、講演者やパネリストと市民との
質疑応答を行うことで、市民に対して行政の見解
を説明する機会となります。
また、行政から市民に課題を投げかけることが

できるとともに、市民の意見を汲取ることもでき、
相互理解を深められるという効果があります。



実施手法４ 意見交換会

つくば市における市民参加の取組状況
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地域の課題や市政について、行政と市民が対話する手法です。市民が自由に参加し意見交換を重
ねることで、市民の声を市政に活かすとともに、直接語り合う機会を通じて市政への理解を深める
効果があります。

第３期つくば市戦略プランの策定時（令和５～６年度）には、日常生活や社会生活における2020
年（前回計画策定時）からの変化や、それに伴う市への期待と変化について意見を収集し、計画策
定の参考とするため、市長と市民の意見交換会を実施しました。
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つくば市における市民参加の取組状況

実施手法５ 市民討議会

つくば市初めての開催となる市民討議会「市民気候
会議つくば2023」が、2023年9月3日（日）に開催
されました。
専門家などから提供された情報を踏まえ、抽選で
選ばれた市民50名（※）が気候変動対策について
話し合い、全6回の開催を経て、2023年12月10
日（日）に提言をまとめました。

住民基本台帳から無作為抽出（くじ引き）で選ばれた市民が
集まり、地域の課題などについて議論する方法です。
無作為抽出によって討議会に参加する市民を選ぶことで、
より多くの市民が市政に参加する機会を設けることができます。
欧州各国で広がり、日本国内でも、札幌市・川崎市・武蔵野市・
所沢市などで開催されています。

※無作為抽出した満16歳以上の市内在住の方5,000人
に案内状を送付し、参加のご応募をいただいた方から、
抽選で50名を選出



つくば市附属機関の委員及び懇談会等の構成員の市民募集
並びに委員等候補者の登録に関する要綱（手続き要綱）

委員等の一部を市民から募集すること並びに委員等の候補者の登録
に関し必要な事項を定める

趣旨（第１条）

市職員及び市議会議員は任命し、又は選任しないこと。
市民委員の連続しての再任は１回まで。
市民委員の兼務は２つまで。

留意事項（第８条）

手続き要綱の概要

委員に占める市民委員の割合はおおむね３割を目途とする。

市民委員の委員等に占める割合（第６条）

担当部署は、①市民募集（公募）又は ②委員等の候補者名簿
により委員を選ぶ。

委員等の選考方法の選択（第７条）

QR
コード
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手続き要綱の運用状況（公募）

【 広報つくば掲載事項 】

(1) 附属機関又は懇談会等の名称、目的及び内容

(2) 委員等の役割

(3) 任期又は開催期間及び報酬又は謝礼

(4) 会議の開催予定回数及び時期

(5) 委員等の募集人数、応募資格、応募方法及び応募期間

(6) 委員等の選考方法

(7) その他委員等の募集に関し必要と認める事項

募集情報を下記の方法で周知

掲載媒体：（必須）広報つくば、市ホームページ、チラシ
（適宜）市公式SNS（Facebook、Ｘ）、

つくスマアプリ

募集期間：おおむね２週間以上
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手続き要綱の運用状況（公募）
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チラシ（企画経営課にて、統一の様式で作成）

配架場所：市役所本庁舎１階（情報コーナーのパンフレットスタンド）
市役所コミュニティ棟１階（受付前のパンフレットスタンド）

表面 裏面

市ホームページにも
同様の内容を記載し
ています。



手続き要綱の運用状況（公募）
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１.会議の性質を考慮し、
  所管課が選考方法を
  決定

２.所管課が募集要項や
  選考基準を作成

３.広報紙や市ＨＰで周知
  しつつ、約２週間募集

４.募集期間終了後、
  担当課で応募者に選考
   (書類審査、面接等)を
  実施し、選考結果を通知

６.会議当日５.所管課から事前説明や
  資料等の送付

選考結果

所管課 応募者



手続き要綱の運用状況（名簿）

つくば市では、市民の皆様から広く御意見等を伺い、市政に反映させるため、
平成30年度（2018年度）から、無作為抽出による委員等候補者名簿を整備してい
ます。（現在、名簿は第４版）
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委員等候補者名簿とは
➢２年ごとに、住民基本台帳から無作為に抽出した方へ「委員等候補者名簿」への
登録依頼文書を送付し、名簿登録に同意された方を掲載したもの

委員等候補者名簿には、登録同意者の関心のある分野が掲載されており、各部署は
開催する審議会・懇談会等の内容に関心のある候補者の中から参加を依頼すること
ができます。

依頼を受けた名簿登録者は、審議会等を担当する部署から会議の内容などの説明
を聞いた上で、就任を断ることもできます。
なお、委員の任期満了や欠員の状況に応じて、就任依頼をさせていただくため、

候補者名簿に登録されたとしても、就任の依頼がない場合があります。

【 これまでの作成状況 】
第１版 平成30年度（2018年度）作成名簿 登録者 102人
第２版 令和２年度（2020年度）作成名簿 登録者 120人
第３版 令和４年度（2022年度）作成名簿 登録者 101人
第４版 令和６年度（2024年度）作成名簿 登録者 176人
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手続き要綱の運用状況（名簿）

他自治体の名簿の導入事例

導入年度 自治体名 方法

平成22年度
（2010年度）

三鷹市
（東京都）

無作為抽出名簿＋公募
（原則、無作為抽出名簿を使用）

平成29年度（2017
年度）

柏市
（千葉県）

無作為抽出名簿＋公募
（原則、無作為抽出名簿を使用）

※名簿は無作為抽出者＋希望者を登録

平成30年度
（2018年度）

国分寺市
（東京都）

無作為抽出名簿＋公募

令和４年度
（2022年度）

八千代市
（千葉県）

無作為抽出名簿＋公募
（原則、無作為抽出名簿を使用）

※名簿は無作為抽出者＋希望者を登録

もとは公募のみだったが、参加者の「固定化」や「年齢や性別の偏り」を解消
し、より幅広い市民の意見を反映すること等を目的に導入（三鷹市が全国初）



１.住民基本台帳から
 対象者を無作為抽出し、
 名簿登録の依頼文書を送付
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手続き要綱の運用状況（名簿）

２登録を希望する方から
  登録同意書が返送される

３.登録同意書の返送が
  あった方を掲載した
  名簿を作成

４.会議の性質を考慮し、
  所管課が選考方法を
  決定

５.所管課から企画経営課に
  名簿の提供を依頼

６.企画経営課から所管課に
  名簿を提供

７.所管課から名簿登録者に
  連絡し、委員就任を依頼

８.所管課から事前説明や
  資料等の送付

９.会議当日

所管課 企画経営課

YES
or
NO

企画経営課 所管課

所管課 名簿登録者 所管課 名簿登録者



第４版 令和６年度（2024年度）作成名簿（176人）

手続き要綱の運用状況（名簿）
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９つの分野の中から、関心のある分野を
すべてお選びいただけます。→

170人 1人 30人

6人 18人 2人

35人

90人 45人

86人 45人女 50代

30代

男 40代

〇 性別

外国人 20代 70代以上

〇 年齢

日本人 10代 60代

〇 国籍

71人

84人

68人

81人

65人

63人

55人

4人

38人

６ 産業、技術

７ 環境

８ その他

９ どの分野でもかまわない

〇 関心がある分野

１ まちづくり

２ 子育て、学校教育

３ 社会教育

４ 医療、福祉

５ 社会基盤
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選出方法ごとのメリット

公募のメリット
・会議の目的に応じて、特定の条件を満たす市民を選定できる
・自主的に応募するため、問題意識や関心が高い市民が参加しやすい

名簿のメリット
・市民全体の多様な意見を反映しやすく、代表性が高い
・偏りが少なく、公平な参加者選出が可能
・普段は意見を述べにくい層からの参加も見込める



手続き要綱の運用状況

24

4人 7人 10人 11人 7人

49人
59人

78人
92人

79人

53人

52人

60人

54人

68人

R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

20代以下 30代～50代 60代以上

年代別参加者数（令和２年度～令和６年度）の推移

R2 R3 R4 R5 R6

つくば市審議会等総数 102件 105件 110件 117件 124件

　うち、市民委員の参加が可能な審議会等数 38件 47件 58件 63件 46件

市民委員が参加している審議会等総数 27件 39件 48件 41件 35件

参加委員数 106人 118人 148人 157人 154人

　うち、公募での委員採用数 101人 106人 104人 114人 106人

　うち、名簿での委員採用数 5人 12人 44人 43人 48人
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手続き要綱の運用状況（評価・検証）

ＰＬＡＮ

最適な市民参加

取組の設定

ＤＯ

市民参加取組

実施

ＣＨＥＣＫ

各種データによ
る取組検証

ＡＣＴＩＯＮ

検証結果の

庁内共有

課題解決策の検討

・下記のデータ等を用い
て取組の分析・検証を
行う

①市民委員意見交換会
②市民委員参加者
アンケート

③庁内アンケート
④事務事業マネジメント
シート検証

・設定した市民参加の
取組を実施する

・検証結果を庁内へ共有し、
課題解決策の検討を行う

・課題の解決策を踏まえ
て、事業の内容から最
適な市民参加取組を設
定する


